
「社会復帰促進等事業に係る平成25年度成果目標の実績評価及び平成26年度成果目標」（案）に関する総括表 資料３

○ 25年度実績評価：B評価の事業

26番号：29-2 未達成の指標
【アウトプット指標】

理由 改善事項 26年度目標
25番号：29-2

職業病予防対策の
推進
（原発事故からの復
旧・復興従事者の適正
な放射線管理実施の
指導）

＜事業概要＞
①線量管理指導事業：
避難区域等で除染や復
旧作業を実施する中小
零細事業者の連合体
等に対して、線量管理
を指導する者を派遣し、
適切な放射線管理の実
施の指導を行う。

②除染等事業従事者に
係る被ばく線量記録の
一元化支援
公益財団法人放射線
影響協会が事務局とな
り実施している「除染等
業務従事者等被ばく線
量登録管理制度」にか
かるシステム開発費用
に関して補助を行う。

※下線部は26年度か
ら実施

（担当：労働基準局安
全衛生部労働衛生課）

２
５
年
度
目
標

線量管理の指導を150回以上
実施する。受益者数（約
10,000人）

（注）仕様書上、受講人数は
510人以上を想定。なお、本
事業は、管理者や指導者の
教育であるため、最終的な受
益者はそれを20倍した程度は
見込まれる。

①暫定予算による新規事業開
始時期の遅延、教材（テキスト、
測定器）の調達に時間を要した
ことから、事業実施期間が不足
し、対象事業者団体の繁忙期と
重なっていたこと

②法令による特別教育との違い
が不明瞭であったため受講の意
義が判らず受講を希望しない者
がみられたなど、本事業の教育
の位置付けを明確に事業者団
体に理解させることができなかっ
たこと

①調達時期を早め、4月1日か
ら事業を開始し、繁忙期に重
ならないように研修時期の調
整を早めに実施する。さらに、
昨年度作成したテキスト、調
達した測定器を使用し、第１
四半期から研修を開始する。

②管理者教育については、厚
生労働省のガイドラインや、
環境省の除染等工事仕様書
で選任を求めている放射線管
理者の養成講座に該当するこ
とを環境省の標準仕様書に昨
年度末に明記しており、これを
事業者団体に明確に伝達す
る。基礎講座については、ガ
イドラインの放射線管理担当
者の養成講座に該当すること
を明確に事業者団体に伝達
する。事前アンケートや開催
案内にその旨を明記すること
により、確実な伝達を図る。

③「除染等業務従事者等被ば
く線量登録管理制度」にかか
るシステム開発に関して補助
を行い、除染や復旧作業等に
従事する労働者の被ばく線量
記録の一元化を促進する。

【アウトカム指標】
（１）線量管理指導等
の参加者に対し、指
導内容等についてア
ンケートを実施し、７
割以上の参加者から
「有意義であった」等、
ニーズに合致した指
導であった旨の回答
を得る。

（２）対象者の線量を
システムに登録する
ことにより、適切な被
ばく線量管理を推進
する。

２
５
年
度
実
績

線量管理の指導を13回実施
した。また、受講者数は198人
であったため、受益者数は約
3,960人。

【アウトプット指標】
（１）線量管理の指
導を150回以上実施
する。また受益者数
を約10,000人とする。

（２）除染等業務従事
者等線量管理登録
制度の電算システム
をH26年度中に稼働
させる。
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○ 25年度実績評価：Ｂ評価の事業

26番号：60 未達成の指標
【アウトプット指標】

理由 改善事項 26年度目標
25番号：61

第三次産業労働災
害防止対策支援事
業

＜事業概要＞
小売業、社会福祉施
設を対象として、事業
場内において危険箇
所を示すマップ（危険
マップ）を作成するた
めのツール（ステッ
カー、マーカー）や周
知・啓発用のリーフ
レットを作成・公表する
ことにより危険箇所の
「見える化」を推進する
とともに、専門家によ
る事業場への個別コ
ンサルティングを行う。
併せて、改正腰痛対
策指針の周知啓発を
行うとともに、介護施
設を対象とした腰痛対
策のための講習会を
実施する。

（担当：労働基準局安
全衛生部安全課）

２
５
年
度
目
標

個別のコンサルティングにつ
いて、小売業、社会福祉施設
合わせて800事業場以上を指
導する。

①個別コンサルティングの実施
に関する内諾がない事業場に受
託者が打診した際、行政関係者
をかたっての営業等と勘違いさ
れるなど、指導実施の打診を効
果的に実施することができな
かったこと

②特に小売業について、事業場
の担当者が表示偽装問題への
対応に追われたこと等により、労
働災害防止に係る個別コンサル
ティングを受ける体制が整って
いない事業場が多かったこと

個別コンサルティングの対
象事業場は労働局が選定し、
委託業者に伝えるものである
が、労働局の選定時に事業場
の内諾を得ていない場合があ
ることから、労働局への指示
において、個別コンサルティン
グの対象事業場は極力内諾
を取り付けることが望ましい旨
を明記するとともに、内諾を取
り付けていない事業場に対す
る委託事業への参加依頼文
書を委託先業者と労働局（又
は監督署）の連名とすることに
より、本件参加依頼が国によ
る委託事業であることをはっ
きり示した。

【アウトカム指標】
専門家による個別
コンサルティングを
受けた事業者及び
腰痛予防対策講習
会を受けた介護事
業者について、今後
の労働災害防止対
策に取り組む上で
有益であった旨の
評価を80％以上得
る。

２
５
年
度
実
績

小売業381事業場、社会福祉
施設393事業場の計774事業
場の指導にとどまり、800事業
場に達しなかった。

注：腰痛対策のための講習会
を47回開催するとのアウトプッ
ト指標は達成（51回実施）

【アウトプット指標】

①個別のコンサル
ティングについて、
小売業で400事業場、
飲食店で300事業場
の計700事業場以
上を指導する。

②腰痛予防教育に
ついて、社会福祉施
設及び医療保健業
でそれぞれ４７回
（各都道府県で１回
を目途）ずつの講習
会を開催する。
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○ 25年度実績評価：Ｂ評価の事業

26番号：71-2 未達成の指標
【アウトプット指標】

理由 改善事項 26年度目標
25番号：72-2

労働時間等の設定改
善の促進等を通じた
仕事と生活の調和対
策の推進
（テレワーク普及促進
等対策）

＜事業概要＞
①テレワーク・セミナー
②テレワーク相談セン
ター及び訪問コンサル
タント
③在宅勤務モデル実
証事業
④職場意識改善助成
金（テレワークコース）

※下線部は26年度か
ら実施

（担当：労働基準局労
働条件政策課、雇用
均等・児童家庭局）

２
５
年
度
目
標

テレワークセミ
ナーにおける集
客数を合計300
名以上とする。

目標未達成となった原
因として、大阪会場セミ
ナー開催日の２月14日
が記録的な大雪であり、
交通機関が大きく乱れた
ことから、遠隔地からの
参加者の欠席が相次い
だこと等が挙げられる。
なお、セミナー参加の申
込者数は347人と目標を
上回っている。

上記目標未達成と
なった原因は、気候面
からも業務面からも参
加率が低下してしまう
２月にセミナー開催を
設定したことによるも
のと考えられる。今後
は、開催時期を工夫す
るとともに、総務省と
連携してセミナーの内
容の充実を図ることと
する。

【アウトカム指標】
①テレワーク・セミナーの労務管理の講義について、
参加者にアンケート調査を実施し、「『在宅勤務ガイ
ドライン』及び『ＶＤＴガイドライン』について理解する
ことができた」旨の回答を80％以上とする予定。

②テレワーク相談センターの相談事業において、
相談者にアンケート調査を実施し、「問い合わせの
目的が達成できた」旨の回答を70％以上とすること。

③職場意識改善助成金（テレワークコース）につい
て、助成金の支給対象となった中小企業事業主に
おいて、対象労働者が終日在宅でテレワークを実
施した日数の週間平均が１日以上となった事業主
を50%以上とすること。

２
５
年
度
実
績

テレワーク・セミ
ナーにおける参
加者数は、286
名であった。

注：相談セン
ターに対する相
談件数610件以
上とのアウトプッ
ト指標は達成
（938件）

【アウトプット指標】
①テレワーク相談センターに対する相談件数（「テ
レワーク相談センターホームページ」からの資料の
ダウンロード件数含む。）を730件以上とする。

②テレワーク・セミナーの集客数を合計300名以上
とする。

③職場意識改善助成金（テレワークコース）につい
て、平成26年度予算（502,500千円）の８割以上の
利用がなされるようにする。
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○ 25年度実績評価：Ｃ評価の事業

26番号：16
未達成の指標 理由 改善事項 26年度目標

25番号：16

長期家族介護者に
対する援護経費

＜事業概要＞
要介護状態の重度
被災労働者が業務外
の事由で死亡した場
合に、長期にわたり介
護に当たってきた遺族
に対して、遺族の生活
の激変を緩和し自立し
た生活への援助を行う
観点から生活転換援
護金（一時金100万円）
を支給する。

（担当：労働基準局労
災補償部労災管理課）

２
５
年
度
目
標

【アウトカム指標】
申請から支給決定までに要す
る期間を1か月以内とし、その
期間内に支給決定した割合を
80％とする。

【アウトプット指標】
申請のあったものについて迅
速・適正に処理する。

申請から決定まで迅速・適正
に処理したが、
・添付書類の不備について、申
請者（重度被災労働者の遺族）
に確認したところ、長期間連絡
が取れなかったこと、
・添付書類の不備により、再提
出を申請者に求めたところ、長
期間要したこと、
・年末年始休暇等により開庁日
が少なく、処理に期間を要したこ
と、
等により、目標に到達しなかった。

やむを得ない理由による処
理の遅れはあるものの、申請
から支給決定までに要する期
間を1ヶ月以内とすることを、
改めて、都道府県労働局、労
働基準監督署に通知し、迅
速・適正な処理の実現を図る。
また、申請から決定までに
1ヶ月以上期間を要する場合、
申請者に連絡をした上で迅
速・適正な処理に努める。

【アウトカム指標】
申請から支給決定
までに要する期間を
1か月とし、その期
間内に支給決定し
た割合を80％以上
とする。

２
５
年
度
実
績

【アウトカム指標】
65％
（申請件数：26件、1か月以内
に決定した件数：17件）

【アウトプット指標】
申請のあったものについて、
支給要件等を確認し、概ね迅
速・適正に処理したが、一部
できなかった。

【アウトプット指標】
申請のあったものに
ついて適正に処理
する。
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26番号：17
未達成の指標 理由 改善事項 26年度目標

25番号：17

労災特別介護施設設
置費

＜事業概要＞
労災特別介護施設
（在宅での介護が困難
な高齢労災重度被災
労働者の傷病・障害の
特性に応じた専門的
な介護サービスを提供
する施設。全国８か
所）については、開所
以来１３年から２１年
余りが経過し、各施設
において経年劣化が
進行している状況にあ
ることから、入居者の
安全な生活環境の整
備を図るため、施設の
特別修繕を行う。

（担当：労働基準局労
災補償部労災保険業
務課）

２
５
年
度
目
標

【アウトカム指標】
特に緊急性の高い労災特別
介護施設の修繕を実施し、入
居者の安全な生活環境の整
備及び労災特別介護施設（ケ
アプラザ）の円滑な運営を図
る。

【アウトプット指標】
労災特別介護施設の中央監
視装置及び自動制御設備改
修工事（熊本施設）並びに外
壁改修工事（愛知施設）に関
し、予算の範囲内で適切に業
者を選定し、工事を実施する。

技能労働者の不足等の理由に
より入札不調となったため。
なお、公共工事については建
材高騰、人員不足により全国的
に入札不調が急増しており、国
土交通省は例年４月に改定して
いる公共工事設計労務単価を
前倒しで２月に改定した。

適切な水準の予算を確保す
る。また、十分な工期を確保し
た上で入札を執行する。

【アウトカム指標】
十分な工期の確保
等、入札方法の工
夫などを行った上で、
特に緊急性の高い
労災特別介護施設
の修繕を実施し、入
居者の安全な生活
環境の整備を図る。

２
５
年
度
実
績

【アウトカム指標】

入札不調により予定していた
修繕が実施できなかった。

【アウトプット指標】

一般競争入札を実施したが、
技能労働者の不足等の理由
から入札不調となり、予定して
いた工事が実施できなかった。

【アウトプット指標】

冷温水発生機更新
工事及び自動火災
報知設備更新工事
（千葉施設）、中央
監視装置及びリ
モートユニット更新
工事（北海道施設）
を年度内に完了す
る。

○ 25年度実績評価：Ｃ評価の事業

5



26番号：28
未達成の指標 理由 改善事項 26年度目標

25番号：28

安全衛生分野にお
ける国際化への的
確な対応のための
経費

＜事業概要＞
①化学物質による人
への健康影響に関し
てリスク評価・管理等
の活動により国際協
調活動を行っている
OECD等の国際会議
等に職員を出張させる。

②日本国企業の進出
数が急増している中国
と、政策対話を行うとと
もに、これを踏まえた
労働安全衛生シンポ
ジウムを開催する。

（担当：労働基準局安
全衛生部計画課）

２
５
年
度
目
標

【アウトカム指標】
②労働安全衛生シンポジウム
の参加者を100名以上とする。

尖閣諸島をめぐる状況等を受
け、平成24年度は開催すらでき
なかったところ、平成25年度につ
いてはシンポジウム自体は開催
することはできたものの、中国側
から開催規模を限定的にしたい
との要望があり、規模を縮小して
の開催となったことから、参加者
数は100名には満たなかった。

中国側からは、平成25年度
の状況・結果を踏まえ、平成
26年度開催に当たっての積極
的な意見・要望も出されてい
ることから、中国側と調整しな
がらより良いシンポジウムの
開催を目指す。

【アウトカム指標】
①ＯＥＣＤ等の国際
会議に参加し、海外
動向について審議
会等への報告又は
HP掲載等により公
表する。

②シンポジウム参
加者に対するアン
ケートにおいて、「事
業場における労働
安全衛生水準の向
上に資する」との評
価を80%以上とする。

２
５
年
度
実
績

【アウトカム指標】

②シンポジウムは開催された
ものの、参加者数が100名に
満たなかった。（41名）

注：26年度目標①と同様の
アウトカム指標については、
達成。

【アウトプット指標】

①ＯＥＣＤ等の国際
会議に年1回以上参
加する。

②中国における労
働安全衛生シンポ
ジウムの参加者を
100名以上とする。

○ 25年度実績評価：Ｃ評価の事業
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26番号：71-1
未達成の指標 理由

25番号：72-1

労働時間等の設定
改善の促進等を通じ
た仕事と生活の調和
対策の推進
（過重労働の解消及び
仕事と生活の調和の
実現に向けた働き方・
休み方の見直し）

＜事業概要＞
１ 労働時間等設定改
善推進助成金

２ 職場意識改善助成
金

（担当：労働基準局労
働条件政策課）

２
５
年
度
目
標

【アウトカム指標】
１ 労働時間等設定改善推進助成金
③中小企業事業主団体に対してアンケート調査を実施
し、８０％以上の団体から当該助成金制度を利用するこ
とによって団体が取り組むその傘下事業場における労
働時間等の設定の改善に役立った旨の評価が得られる
ようにすること。

【アウトプット指標】
１ 労働時間等設定改善推進助成金の支給決定件数を
１０件以上とする。

・「労働時間等設定改善推進助成金が労働時間等の設定の改
善に役立ったと回答した割合」が未達成の原因は、アンケート
調査結果によるとほとんどの企業が団体の取組は有益であると
しているものの、平成25年度から新たに設けた団体傘下の個別
企業へのコンサルティング等が活用されなかったこと等により、
個別企業への支援が十分に行われていないことなどが考えら
れる。

・「労働時間等設定改善推進助成金の支給決定件数」が未達成
であった原因としては、平成25年度は予算成立時期が遅れたた
め申請期間が短くなったこと、平成25年度に成果目標の達成状
況に応じた補助率に見直したことなどが考えられる。

２
５
年
度
実
績

【アウトカム指標】
１ 労働時間等設定改善推進助成金
③労働時間等の設定の改善に役立ったと回答した割
合：７1％

注：「①年休の年間平均取得日数１日以上増加」、「②月
間平均所定外労働時間数１時間以上削減」に係るアウ
トカム指標は達成（①１日増加、②3.9時間削減）。
また、職場意識改善助成金に関しても、「（ⅰ）年休の

年間平均取得日数１日以上増加」、（ⅱ）月間平均所定
外労働時間数の１時間以上削減」、「(ⅲ）事業の有益
度」について同様のアウトカム指標を設定しており、これ
らはいずれも達成（(ⅰ)8日増加、（ⅱ）5.5時間削減、
（ⅲ）労働時間等の設定の改善に役立ったと回答した割
合96.6％）。

【アウトプット指標】
１ 労働時間等設定改善推進助成金の支給決定件数：
７件

注：「職場意識改善助成金の支給決定件数を２３６件以
上とする」とのアウトプット指標は達成（２３８件）。

○ 25年度実績評価：Ｃ評価の事業
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改善事項 26年度目標

労働時間等設定改善推進助成金について、従前行っていた
パンフレット等の作成・配付に加え、平成26年度は、年度当初
から積極的にこれまで以上に各種業界団体に対して周知を行
い、併せて、団体傘下の個別企業へのコンサルティングが本助
成金の助成対象となることについても周知を行った。なお、助成
金の取組終了後に、希望する団体の傘下事業場に対して、労
働局に配置された働き方・休み方改善コンサルタントによる指
導を行った。

【アウトカム指標】
１ 労働時間等設定改善推進助成金
① 助成金の支給対象となり、年次有給休暇の取得促進について取り組んだ中小企
業事業主団体において、労働者のいる傘下の事業場における年次有給休暇の労働
者1人当たりの年間平均取得日数をおおむね１日以上上昇させる。
② 助成金の支給対象となり、所定外労働の削減について取り組んだ中小企業事業
主団体において、労働者のいる傘下の事業場における労働者1人当たりの月間平均
所定外労働時間数をおおむね１時間以上削減する。
③ 中小企業事業主団体に対してアンケート調査を実施し、８０％以上の団体から当
該助成金制度を利用することによって団体が取り組むその傘下事業場における労働
時間等の設定の改善に役立った旨の評価が得られるようにすること。

２ 職場意識改善助成金
① 助成金の支給対象となった中小企業事業主において、労働者1人当たりの年次有
給休暇の年間平均取得日数をおおむね１日以上上昇させる。
② 助成金の支給対象となった中小企業事業主において、労働者1人当たりの月間平
均所定外労働時間数をおおむね１時間以上削減する。
③ 支給対象事業主に対してアンケート調査を実施し、８０％以上の事業主から当該
助成金制度を利用することによって労働時間等の設定の改善に役立った旨の評価が
得られるようにすること。

【アウトプット指標】
１ 労働時間等設定改善推進助成金の支給決定件数を７件以上とする。
２ 職場意識改善助成金の支給決定件数を２３８件以上とする。
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26番号：72
未達成の指標 理由 改善事項 26年度目標

25番号：73

中小企業退職金共
済事業経費

＜事業概要＞
事業主の相互共済
の仕組みと国の援助
により中小企業の退
職金制度を確立する
ため、中小企業退職
金共済制度への加入
時に掛金の助成を行う。

（担当：労働基準局勤
労者生活課）

２
５
年
度
目
標

【アウトカム指標】
中小企業退職金共済制度の
普及割合が、前年度を上回る
（従業員規模１～499人企業
における雇用者に対する値、
平成24年度10.16％）

【アウトプット指標】
新規加入被共済者数
（324,000人）

新たな加入促進の取組として
既加入の事業主団体に対し傘
下の事業主への加入勧奨依頼、
小規模事業者の多い商店街、フ
ランチャイズ加盟店、農業法人
へのアプローチなど積極的な加
入促進に努めた結果、退職金制
度の被共済者数は増加したもの
の、景気の回復に伴う中小企業
における雇用者数の増加割合
が上回ったため、目標を達成す
ることができなかった。
このため更なる加入促進の取
組が必要と考えられる。

関係機関等との連携の下、
普及推進員等を活用した企業
訪問をはじめとする全国的な
加入促進の一層の取組により、
在籍被共済者数を増加させる。

特に、高い成長が見込まれ
る分野、雇用者数に比し加入
が進んでいない分野の業種
（医療福祉分野・サービス業）
等に対し、業界団体（歯科医
師会・商店街振興組合等）へ
働きかけてダイレクトメールの
送付を行うとともに、既に働き
かけたものの加入の進んでい
ない業界（食品小売・スー
パーマーケット業界等）への
フォローアップなど普及推進
員等、委託団体等も活用し、
加入勧奨を図る。

また、厚生労働省と普及推
進員等が連携の上、ハロー
ワークや監督署が行う事業主
を対象とする説明会の場を有
効活用できるよう努める。さら
に、厚生年金基金から中退共
へのスムーズな移行が可能と
なるよう関係機関と連携の上、
周知広報に取り組む。

【アウトカム指標】
在籍被共済者数が、
前年度を上回る（平
成25年度末
3,238,864）

２
５
年
度
実
績

【アウトカム指標】
中小企業退職金共済制度の
普及割合が、前年度を下回っ
た（従業員規模１～499人企業
における雇用者に対する値、
平成25年度10.12％）

【アウトプット指標】
平成25年度：315,653人

【アウトプット指標】
普及推進員等１人
あたりの未加入企
業に対する訪問件
数を平均月15件以
上とする。

○ 25年度実績評価：Ｃ評価の事業
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